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※以上の表については、「市政改革プラン―新しい住民自治の実現に向けて―

アクションプラン編」（平成２４年７月、大阪市）７～７７頁を元に、監査

人において作成したものである。 

 

３
つ
の
柱

具体的取組事項 戦　　略

ム
ダ
を
徹
底
的
に
排
除
し
、
成
果
を
意
識
し
た
行
財
政
運
営

⑼職員づくり、
人材マネジメン
ト

改革を担う職員
づくり

真の住民自治の確立に向けた改革を進めていくため、職員が前向
きで主体性･チャレンジ意識を持つととも に、職員の気づきを促
進する取組を進める。 また、ファシリテーション能力やコーディ
ネート力など市民満足を高める能力の向上に取り組み、市民から 
信頼される自律的な職員と組織風土づくりを進める。

改革を支える人
材マネジメント
の推進

職員間での仕事のめざすべき方向性や目標の明確化･共有化、人
事評価の透明性のより一層の向上など を通じて、職員の士気や
組織パフォーマンスの向上に向けた人材マネジメントを推進する。

⑽良きガバナン
スの実現

説 明 責 任 と 透
明 性 の 確 保 ～
オープン市役所
～

施策や事務事業の実施･変更等について、意思決定のプロセスや
事務事業の内容、公金の使 途、流れ等の透明性の確保に向けた
取組を進める。

効果的な情報発
信

広報の一元化及び区役所の情報発信機能の強化により、市民の
ニーズに合ったより効果的・ 効率的な情報発信を行う。

業務フローの最
適化

業務効率の向上を図るため、区役所と局が分担している業務や繁
忙要素となっている業務等 について、基礎自治の拠点となる区
役所の視点で見つめなおし、業務プロセスの見える化と最適 化
を実施する。

事 業 コ ス ト の
「見える化」 ～
フルコスト管理
～

発生主義･複式簿記の考え方を採り入れた日々仕訳方式による新
公会計制度を導入し、職 員のコスト意識を一層喚起し、減価償
却費や人件費などの見えにくいコストを含めたフルコスト 情報
や資産･負債についてのストック情報をマネジメントやＰＤＣＡ
サイクルの評価ツールとし て活用するとともに、市民に対する
説明責任を果たすため、これらの情報を市民に公表する。

コンプライアン
スの確保

事実調査機能の拡充など公益通報制度の改善を図るとともに、職
員の公正な職務の執行を確 保するための仕組みをより一層周知
徹底してその活用を推進することによって、職員のコンプラ イ
アンス意識の確保と風通しの良い職場づくり、市民から信頼され
市民の信託に応える組織風 土づくりを行う。

⑾機能不全を起
こしている社会
･行政システム
の改革提言

大阪の抱える課題に基礎自治体として主体的･自律的に対応する
際に障がいとなる、現在社 会において機能不全を起こしている
国の社会･行政システムの問題点を明らかにし、国に対して 積極
的に改善を求めていく。
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（３）成果の概要 

評価対象とした６２件の成果目標のうち、約６割の３５件が「概ね達成」

との結果になったが、残る約４割の２７件は「未達成」との結果になった。 

 

ア、大きな公共を担う活力ある地域社会づくり 

活動内容を限定しない柔軟な財政的支援の仕組みや市が関与したコミュ

ニティ・ビジネス等の起業件数、中間支援組織を活用した地域支援などに関

する成果目標４件が「概ね達成」となったほかは、８件が「未達成」となっ

た。 

 

イ、自律した自治体型の区政運営 

さまざまな相談や要望に区役所が適切に対応していると感じている区民の

割合に関する成果目標１件が「概ね達成」となったほかは、１３件が「未達

成」となった。 

 

ウ、ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

３０件の成果目標が「概ね達成」となっており、多くの成果目標を達成す

ることができている。一方で、未利用地の有効活用や幼稚園の民営化、外郭

団体の必要性の精査に関する成果目標など５件が「未達成」となっている。  

 

エ、ＰＤＣＡサイクルの徹底 

成果目標は「未達成」となっている。 
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※以上の表については、「市政改革プラン―新しい住民自治の実現に向けて―

アクションプラン編」（平成２４年７月、大阪市）７～７７頁を元に、監査

人において作成したものである。 
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４ 平成２７年度 市政改革の基本方針 

（１）経緯 

平成２７年２月に公表された「今後の財政収支概算（粗い試算）」では、当

面の単年度通常収支不足額は２００～３００億円程度になると見込まれた。

また、少子高齢化や情報化の一層の進展など、大阪市を取り巻く社会経済情

勢は変化している状況にあって、歳出削減や歳入確保等これまでの「市政改

革プラン」に基づく取組を継承・発展させ、市民サービスの向上や事務処理

の効率化といった新たな視点からの取組も加えて市政改革を推進していく

ため、平成２７年度の市政改革の行動計画として「平成２７年度 市政改革

の基本方針」をとりまとめた。 

 

（２）概要 

「平成２７年度市政改革の基本方針」では、①歳出の削減・歳入の確保、

②事業マネジメントの強化、③業務マネジメントの強化、④経営システム改

革、⑤人材の育成、⑥ＰＤＣＡサイクルの徹底の６つの取組項目のもとに、

４３件の目標と、それを実現するための７１件の取組を設定し、改革を推進

した。 

概要は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

①歳出の削減・歳入の確保 

項目 戦略 

1-(1)-ア 

庁舎等の維持管理費 

光熱水費等の節減、省エネルギー化の徹底により、庁舎・

事務所等の維持管理費の削減を図る。 

1-(1)-イ 

ＩＴ経費 

競争性の確保やパッケージシステムの利用等によりシス

テムへの投資の適正化と経常的な経費の圧縮を図る。 

1-(1)-ウ 

施策・事業の聖域な

きゼロベースの見直

しと再構築 

施策や事業について、「点検・精査の視点」に基づき、これ

までの考え方ややり方にとらわれずに、聖域を設けること

なくゼロベースで点検・精査し、安全・安心など市民にと

って優先度が高いもの、より大きな効果が見込めるものへ

の重点化・再構築を進める。 

1-(1)-エ 

補助金等の見直し 

補助金等について、 「補助金等の見直し調整方針」に基づ

き、 エンドユーザーである市民の視点から有効性・妥当

性、特定の団体の既得権になっていないかの検証などの見

直しを、引き続き進める。 

1-(1)-オ 

指定管理者制度の運

用 

市場から最適なサービスを調達するという発想のもと、平

成 25 年 3 月に改訂を行った「指定管理者制度の導入及び

運用に係るガイドライン」等の取組を徹底し、事業者から

提供を受けるサービスの内容について、より一層の競争性

の向上を図る。 

1-(2)-ア 

未利用地の有効活用

等 

未利用地について、周辺のまちづくりに寄与する観点にも

留意しつつ、有効活用や売却を図る。 

1-(2)-イ 

未収金対策の強化 

 「新たな未収金を極力発生させない」・「既存未収金の解

消」の２本柱で、全庁的な未収金対策に取り組む。 

1-(2)-ウ 

公園施設の利便性等

の向上と使用料の確

保 

これまでの公園施設の設置・管理に関する基準等を緩和

し、自動販売機の設置やベンチ等への広告の掲出を進める

とともに、民間活力の導入により魅力ある便益施設等の設

置を行うことで、利用者の利便性等の向上とあわせて使用

料の確保を図る。 
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1-(2)-エ 

広告事業の推進 

市が保有する資産を最大限に活用した広告事業を全庁的

に推進する。 

1-(2)-オ 

自動販売機等に係る

契約の原則公募の徹

底 

市の施設に設置する自動販売機、売店及び食堂に係る施設

利用に関する契約について、原則公募による契約を徹底さ

せる。 

 

②事業マネジメントの強化 

項目 戦略 

2-(1) 

市民利用施設にお

けるサービス向上 

利用者ニーズを的確に把握するとともに、サービスの向上

に努め、利用者に満足していただける施設をめざす。 

2-(2)-ア 

市民利用施設のあ

り方の検討 

「施設提供サービスからソフト施策のサービスへ」、「民間

でできることは民間に」、「区の特性に応じた区長の自主的

な選択」、「施策目的ごとの施設提供から施設の全体最適

化」などの観点から、平成 24 年 7 月にとりまとめた「市

民利用施設のあり方の検討にあたっての基本的な考え方」

に基づき、施設の必要性･有効性、行政と民間の役割分担

等を点検･精査し、施設の廃止･転用や機能統合などを含め

た抜本的な見直しを行う。 

2-(2)-イ 

市民利用施設の受

益と負担の適正化 

市民利用施設の使用料について、平成 25 年 6 月にとり

まとめた「市民利用施設に係る受益者負担のあり方

（案） 」に基づき、施設の特性等に応じた受益と負担の

適正化を図る。 

2-(3) 

公共事業の見直し 

事業の選択と集中を徹底するとともに、公共施設等の戦略

的な維持管理を行い、ライフサイクルコストを抑制するよ

う努め、全市的な財政負担の平準化を図る。 

2-(4) 

外郭団体の必要性

の精査 

外郭団体に対する本市の資本的関与（出資・出えん）や人

的関与（役職員の派遣）を見直すことにより外郭団体の自

立化等を促進する。 
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③業務マネジメントの強化 

項目 戦略 

3-(1)-ア 

業務プロセスの改

善 

本市職員が実施している業務が適正に執行されるよう、業

務プロセスを再構築するため、各所属における業務プロセ

スの可視化や業務改善の取組を一層推進する。 

3-(1)-イ 

事業コストの見え

る化 

新公会計制度を理解し、財務諸表等をマネジメントのツー

ルとして活用することができる人材を育成するとともに、

各所属におけるマネジメントの強化を図る。 

3-(1)-ウ 

社会・行政システム

の改革提言 

時代に対応しきれていない国の社会･行政システムの問題

点を明らかにし、国に対して積極的に改善を求めていく。 

3-(2) 

ＩＣＴを活用した

サービス向上と業

務プロセス改善 

ICT の活用を総合的に推進し、モバイル環境の普及に対応

したサービスの向上や業務改善を図る。 

3-(3)-ア 

内部統制体制の確

立 

内部統制に係る４つの目的（１ 業務執行の有効性及び効率

性の確保、２ 財務報告の信頼性の確保、３ コンプライア

ンスの確保、４ 資産の保全）を達成するため、内部統制体

制を本格的に確立し、都市経営におけるガバナンス機能を

補完する。 

3-(3)-イ 

コンプライアンス

の確保 

職員のコンプライアンス意識を向上させるとともに、公益

通報制度の運用を通じて、各所属による違法・不適正な事

実に対する主体的な調査や是正・再発防止措置を促すこと

や、風通しの良い職場づくり等による意識向上を図ること

により、コンプライアンス違反を発生させないための自律

的な取組や服務規律の確保を促進する。  
3-(3)-ウ 

説明責任と透明性

の確保  ～オープン

市役所～ 

施策や事務事業の実施･変更等について、意思決定のプロセ

スや事務事業の内容、公金の使途等の透明性の確保に向け

た取組を進める。 
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3-(3)-エ 

効果的な情報発信 

広報の一元化及び区役所の情報発信機能の強化により、市

民のニーズに合ったより効果的・効率的な情報発信を行う。 

3-(4) 

区役所業務の集約

化 

区役所における区民サービスの向上と効率的な業務運営に

向け、区役所業務の集約化・共同処理の検討を進める。  

 

④経営システム改革 

項目 戦略 

4-(1)-ア 

地下鉄 

方向性：株式会社化による上下一体経営 

自立した企業体として自らの経営責任で持続的にさらな

る効率性や生産性を追求し、成長力を高めていくことがで

きる組織体へ移行する。 

4-(1)-イ 

バス 

方向性：大阪シティバス（株）へ事業譲渡 

官と民の適切な役割分担を再構築し、持続可能な輸送サ

ービスを維持するための仕組みを確立する。 

4-(1)-ウ 

水道 

方向性：公共施設等運営権制度の活用による上下分離経営 

公共性を担保しつつ、事業の効率性と発展性を追求する

ために公共施設等運営権制度を活用した経営形態をめざ

す。  

4-(1)-エ 

下水道 

方向性：公共施設等運営権制度の活用による上下分離経営 

施設の維持管理と建設投資を一体的に実施し、より効率

的な事業運営ができる体制構築をめざす。 

4-(1)-オ 

幼稚園 

方向性：区長において、施設や地域の状況を精査したうえ

で、休廃止も視野に入れ、民営化を推進する。あわせて市

立幼稚園としての役割についての検証や公の関与について

検討を進める。 

4-(1)-カ 

保育所 

方向性：セーフティーネットとしての公立保育所の必要性

を考慮しつつ、施設の状況に応じて、原則民間移管、民間

移管が困難な場合は、補完的に委託化を推進する。 



41 
 

4-(2)-ア 

博物館 

方向性：地方独立行政法人化 

専門人材と継続性の確保による「基幹業務の充実」と利

用者サービスや運営における「経営的視点の導入」により、

より多くの利用者が集い賑わう施設となることで、大阪の

活性化と発展に貢献する経営をめざす。 

4-(3)-ア 

一般廃棄物 

（収集輸送） 

方向性： 「事業の民間化」と「現業職員の非公務員化」の

同時実現 

「民でできることは民へ」の視点に基づき、スピード感

をもって見直しを進め、より一層のコスト削減を図る。 

4-(3)-イ 

弘済院 

方向性： 認知症対応にかかる専門的な医療・介護機能の維

持・継承 

4-(3)-ウ 

市場 

方向性：＜本場・東部市場＞指定管理者制度の導入 

＜南港市場＞ 安定的・効率的な市場運営の実現 

安全・安心な生鮮食料品を安定的に供給するという公的

インフラとしての役割を果たしていくため、民間活力を最

大限活用しながら、効率的な管理運営を行う。 

 

⑤人材の育成 

項目 戦略 

5-(1) 

改革を推進する職

員づくり 

改革を進めていくため、職員の気づきやチャレンジ性を引

き出す取組を進める。  

また、職員の士気や組織パフォーマンスの向上に向けた取

組を推進することにより、市民から信頼される自律的な職

員と組織風土づくりを進める。 

5-(2) 

人事・給与制度改

革、女性職員の活躍

推進 

適正な組織管理や人事管理を着実に推進し、引き続きスリ

ムで効率的な業務執行体制としながら、大阪府との間で整

合性のとれた制度とするとともに、女性職員の積極的な登

用を行う。 
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⑥ＰＤＣＡサイクルの徹底 

項目 戦略 

6-(1) 

 

ＰＤＣＡサイクル

の徹底 

施策・事業の効果的・効率的な実施にあたっては、その目

的を明確にしたうえで実施し、点検・評価を行うことを通

じて、自律的・主体的な PDCA サイクルを全庁的に徹底す

る。 

 

（３）成果の概要 

７１件の取組中、評価対象外とした「経営システム改革」にかかる１１件

を除く６０件の取組のうち、５８件が「実施できた」との結果になった。 

また、目標の評価結果については、４３件の目標中、同様に評価対象外と

した１２件を除く３１件の目標のうち、約８割にあたる２５件が「概ね達成

できた」との結果になったが、残る約２割にあたる６件（未利用地の有効活

用等、外郭団体の必要性の精査、業務プロセスの改善、ICT を活用したサー

ビス向上と業務プロセス改善、コンプライアンスの確保、改革を推進する職

員づくり）は「達成できなかった」との結果になった 
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第２ 市政改革プラン２．０ ―新たな価値を生み出す改革― 総論 

１ 全体像 

（１）背景 

大阪市は、本編第１で整理した各市政改革において、歳出の削減や歳入の

確保、市債残高の削減、職員数の削減、外郭団体の見直しなどの改革を進め

てきたものの、「今後の財政収支概算（粗い試算）（平成２８年２月版）」にお

いて、当面は２００億円程度の単年度通常収支不足が見込まれた。 

また、今後急速に進むと予想される人口減少と高齢化の進展、生産年齢人

口の減少等に伴い税収の確保が難しくなる一方、扶助費など社会保障関連経

費の増加なども見込まれ、大阪市の財政はさらに厳しい状況が続くと見込ま

れたが、一方で、これまで以上に国内外の活力を取り込みながら関西経済を

けん引できるよう、うめきた２期関連事業など都市インフラ整備への投資が

必要とされた。 

①人口構造の変化、②大阪の経済の地盤沈下、③財政状況、④市民の安全・

安心の確保とリスクについて、以下を参照されたい。 

 

①人口構造の変化 

平成２８年３月に公表した「大阪市人口ビジョン」によると、大阪市の

総人口は、２６７万人（平成２２年）から２３２万人（平成５２年）へと

３５万人減少する（▲１３．１％）と推計された。同様に、生産年齢人口

は１７３万人から１３３万人へと４０万人減少する（▲２３．１％）一方

で、高齢者人口は６０万人から７８万人へと１８万人増加する（＋３０．

０％）と推計されている。
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②大阪の経済の地盤沈下 

平成１５～１９年度にかけて、全国や近畿では域内総生産（名目）が上

昇基調であった中、大阪市では同様の動きとはならず、その差が拡大した。

さらに、平成２０年度からはリーマンショックによる打撃を受けて大幅に

減少し、大阪の経済の地盤沈下が進んだ。 また、大阪市内の事業所数総

生産（名目）も減少傾向にある。
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③財政状況 

バブル崩壊後の「失われた 年」と呼ばれる長期の経済低成長期や、他

の先進国に 類を見ないスピードで進行する少子高齢化の影響などにより、

地方財政は厳しい状況にあり、財政健全化は全国の自治体にとって喫緊の

課題となっていた。

※大阪市より提供を受けたものを監査人が加工したグラフである。

歳出面では、扶助費や市債償還のための公債費といった義務的経費が高い

伸びを示しており、とりわけ扶助費の割合が突出している構造となり、特に、

生活保護費は扶助費の５割以上を占め、不正受給対策などその適正化に取り

組んでいるものの、高齢化の進展により高水準で推移し、以後もその増大が

予測された。歳出に占める扶助費の割合も他の指定都市よりも高くなってお

り、財政全体を圧迫している。
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④市民の安全・安心の確保とリスク 

公共施設の老朽化が進んでおり、建替え・更新や維持管理に要する経費

の増大が見込まれた。 
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※出典元：一般施設の将来ビジョン（2018 年 3 月） 

 

（２）市政改革プラン２．０の策定 

これまで大阪市は、平成１８年２月に「市政改革基本方針（平成１８～２

２年度）」を策定し、市政改革に着手した。その後も「なにわルネッサンス２

０１１」、「市政改革プラン（平成２４～２６年度）」、「平成２７年度市政改革

の基本方針」などの計画に基づき徹底した市政改革を推進し、ムダを徹底的

に排除し成果を意識した行財政運営などに取り組み、一定の成果を上げた。 

もっとも今後、税収は大きな増加を見込めず、また、扶助費など社会保障

関連経費のさらなる増加も見込まれることから、歳出の削減、職員数の削減

など、ムダを徹底的に排除し効果的・効率的な行財政運営をめざしたこれま

での取組を継続することとした。 

一方で、新たなアプローチによる取組みとして、ＩＣＴを活用するなど市

民・利用者の視点に立ったサービス向上・業務執行の効率化など、質の高い

行財政運営を推進することとなった。また、地下鉄事業などの経営システム

を見直すほか、民間活力の活用に向けて、官民連携を推進し、あわせて、改
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革推進体制の強化に向けて、人材育成やＰＤＣＡサイクルの徹底を図り、改

革の担い手となる職員の能力向上や、働きやすい、働きがいのある職場づく

りを推進することとした。 

そこで、従来の歳出削減・収支改善に軸足を置いた従来の市政改革をさら

に強固に推し進め、さらに並行して住民サービスを向上させることをも主眼

の一つとした市政改革プラン２．０（以下「本プラン」という）が策定され

た。 

 

（３）３つの改革の柱の概要 

本プランは、①質の高い行財政運営の推進、②官民連携の推進、③改革推

進体制の強化という３つの改革の柱に沿って構成される。 

 

ア、改革の柱１ 質の高い行財政運営の推進

① 質の高い効率的な行財政運営

市民利用施設等におけるサービス向上や、効率的な行財政運営を

めざして歳出の削減と歳入の確保を図るとともに、人事・給与制度

や外郭団体の見直しなどに取り組むものである。

また、「大阪市ＩＣＴ戦略」に沿ってＩＣＴを活用した市民・利用

者の視点に立ったサービス向上や業務執行の効率化に取り組むと

ともに、環境と安全の基盤づくりに向けた取組を推進するものであ

る。

② 公共施設等の見直し

大阪市では、高度成長期を中心に多種多様な公共施設の整備を進

め、膨大な量の施設を保有しており、今後、多くの施設が更新時期

を迎え、維持管理や更新・建替えに要する費用の増大が想定される

ところ、将来の人口推移や厳しい財政状況などを見据え、中長期的

な視点に立って施設全般の維持管理をより計画的に進め、財政負担

の軽減・平準化、施設の安全確保・機能維持に努めるとともに、財

政負担の平準化を図るため、引き続き公共事業の選択と集中を行う

ものである。 
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イ、改革の柱２ 官民連携の推進 

官民の最適な役割分担のもと、官が担っている事業を民間が担うこと

により、コスト削減とサービス向上が期待できるものは積極的に民間活

力の活用を推進するものである。民間活力の活用にあたっては、民営化

（民間移管）、公共施設等運営権制度、委託化など官民が連携して公共サ

ービスの提供を行うＰＰＰ手法１７の中から、事業の使命・目的の達成

に最適な手法を選択し、見直し等に取り組む。また、公共施設の整備等

にあたっては、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して効率的

で質の高い公共サービスの提供を行うＰＦＩ手法の活用などを促進する。 

 

ウ、改革の柱３ 改革推進体制の強化 

① 人材育成 

これまでの人事管理制度改革の取組状況を検証しながら、求めら

れる職員づくりや人材マネジメントの推進に迅速かつ的確に対応

するものである。 

そのために、職員が「全体の奉仕者」であるという認識を持ち、

多様性を受容しながら、高いコンプライアンス意識と士気をもって

効率的に業務を行えるよう、人材の育成を進めるとともに、ワーク・

ライフ・バランスにも配慮し、職員がチャレンジ精神をもって仕事

に取り組み、職場力（チームワーク）を発揮できる職場環境づくり

や女性の活躍推進に向けた組織活性化を進めるものである。 

② ＰＤＣＡサイクルの徹底 

ＰＤＣＡサイクルを徹底し、内部統制体制の確立に取り組むなど、

継続的・自律的な市政改革の取組を推進するものである。 

 

（４）取組の全体像と、取組を実施する主な所管所属 

以下のとおり全３９の取組を、それぞれ「主な所管所属」が中心となって

各取組みを策定・実施する。関連する法令ないし詳細プラン等と共に示し、

各取組の具体的内容およびその実施状況・成果については、第３編に譲る。 

 

 


